
 

陳情第１５号  

流山市平和台一丁目９番１、１２、２０の区域に係る都市計画に関す

る陳情書  

 

（趣旨）  

流山市は、標記区域について、第１種住居地域（建ぺい率６０％、容

積率２００％）を、商業地域（建ぺい率８０％、容積率４００％）に、

第２種高度地区、絶対高さ１２ｍを、「指定なし」に変更するとともに、

地区計画を決定し、建築物の高さの最高限度を３１ｍにした。  

これらの都市計画の変更は、別紙のように、無効、違法、不当な行政

行為が繰り返された結果、行われたものである。  

 このような不当な都市計画行政を放置すれば、これが前例になり、今

後の都市計画行政をゆがめる恐れがある。  

流山市議会におかれましては、これらのことを検証され、正しい都市

計画行政が行われるよう、ご尽力いただきたく陳情します。  

 

令和５年１１月１６日  

 

陳情者  

                ●●●●●●●●●●●●  

 ●●●●●  

 

               

流山市議会議長  坂巻  儀一  様  


























































